
＜葉山町内の公園の一覧＞

地区 番号 名前 住所 備考

1 ヤシノキ公園 長柄634-14 遊具あり

2 芳ヶ久保児童遊園 長柄768-8 遊具あり

3 松久保公園 長柄1387-3 遊具あり

4 汐見児童遊園 長柄677-32 遊具あり

5 富士見児童遊園 長柄705-11 遊具あり

6 葉桜中央児童遊園 長柄1461-154 遊具あり

7 葉桜児童遊園 長柄1461-25

8 ジャングルジム公園 長柄1601-179

9 ケヤキ公園 長柄1601-157 遊具あり

10 あやめ公園 長柄1601-219

11 すみれ公園 長柄1642-23 遊具あり

12 象さん公園 長柄1642-118 遊具あり

13 山ゆり公園 長柄1642-177 遊具あり

14 イトーピア中央公園 長柄1642-276

15 イトーピア児童遊園 長柄1642-276 遊具あり

16 プラタナス公園 長柄1642-220 遊具あり

17 さつき公園 長柄1642-477

18 アベリア公園 長柄1642-462 遊具あり

都市公園 南郷上ノ山公園 長柄1888-1

1 芝公園 堀内2184-43

2 戸根山児童遊園 堀内2184-11 遊具あり

3 花の木公園 堀内2145

4 つつじヶ丘児童遊園 堀内1735-88 遊具あり

堀内地区

長柄地区
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地区 番号 名前 住所 備考

5 東伏見東公園 堀内2100-196 遊具あり

6 東伏見中央公園 堀内1950-66

7 東伏見西公園 堀内1950-105 遊具あり

8 あじさい公園 堀内1537

9 元町児童遊園 堀内851-2 遊具あり

10 堀内児童遊園 堀内510-4 遊具あり

11 港町児童遊園 堀内328-1 遊具あり

12 鐙摺児童遊園 堀内47-1 遊具あり

13 ミモザ公園 堀内1755-3

14 鐙摺東公園 堀内75-5

15 葉山ガーデニア広場 堀内1165-7

16 堀内防災広場（上段） 堀内774-1 遊具あり

1 日影一色丘公園 一色738-7

2 一色台中央公園 一色720-55 遊具あり

3 一色台西公園 一色720-60 遊具あり

4 砂場公園 一色530-145 遊具あり

5 一色岡公園 一色489-4

6 丘の上公園 一色488-14 遊具あり

7 四ツ角公園 一色178-4 遊具あり

8 谷公園 一色63-33

9 サワラ公園 一色59-26 遊具あり

10 パーゴラ公園 一色59-37

11 ヒマラヤスギ公園 一色71-80 遊具あり

12 なんてん公園 一色1314-32

13 平松公園 一色1345-13

堀内地区

一色地区
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地区 番号 名前 住所 備考

14 菖蒲沢公園 一色1750-9 遊具あり

15 上原公園 一色1854-16 遊具あり

16 日影公園 一色887-2

17 一色公園 一色2038-1 遊具あり

18 芝崎公園 一色2444-6 遊具あり

19 芝崎西公園 一色2512-58 遊具あり

20 芝崎ポケットパーク 一色2512-59

都市公園 葉山しおさい公園 一色2123-1

都市公園 主馬寮公園 一色1945-29

都市公園 はやま三ケ岡山緑地 一色1600

1 一色台東公園 下山口503

2 白石公園 下山口1747-44 遊具あり

都市公園 湘南国際村グリーンパーク２号 下山口7-9

都市公園 葉山公園 下山口1443-1

1 上山口公園 上山口2626 遊具あり

都市公園 湘南国際村グリーンパーク１号 上山口1560-91

1 あらく児童遊園 木古庭1696-5 遊具あり

2 入児童遊園 木古庭248

3 木古庭公園 木古庭1652-1

4 ふれあい公園 木古庭1366 遊具あり

5 沢田児童遊園 木古庭645-6 遊具あり

※　はやまキッズ＆ベビーガイド『葉みんぐ』６－11頁、葉山町公園お散歩マップ

　を加工して作成。内容は、平成24年９月24日現在のもの。

上山口地区

木古庭地区

一色地区

下山口地区
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学童クラブ全児童対策事業

＜放課後事業の類型の整理＞

放課後事業

全児対象か留守家庭児対象か

全児対象 留守家庭児対象

どこで提供するか どこで提供するか

児童館
学校

（敷地内）
学校

（敷地内）
それ以外

自治体独自の
放課後事業

学童クラブ
（学校）

学童クラブ
（それ以外）

一体型
（時間による
切り替え）

現行・葉山型
　新制度施行に伴い、放課後
　児童クラブの具体的基準あり

放課後
子ども教室

横浜：はまっ子ふれあいス

クール

川崎：わくわくプラザ

逗子：ふれあいスクール

横浜：放課

後キッズクラ

ブ

（学校開放型の放課後事業）
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学校 公共施設 町有地 その他

新しい実施場所
の検討

＜葉山町の学童クラブの対応イメージ＞

現行の課題 新制度への対応

有料化

供給量の拡大時間延長 おやつの提供 専用スペース 基準への適合

27年4月までに
点検・見直し

引続き検討 民間団体の誘致提供場所の確保
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（７）子どもの遊びの環境について困っていること 

子どもの遊びの環境について困っていることを複数回答でたずねたところ、「子どもが屋外で遊べる

場所（公園など）が少ない」（60.8％）が約６割で最も高くなっています。以下、「子どもが屋外で遊べ

る場所（公園など）の環境が悪い」（22.8％）、「子どもが屋内で遊べる場所（児童館など）が少ない」

（18.7％）などと続いています。一方、「特にない」は25.4％となっています。 

 

 

図表０-1 子どもの遊びの環境について困っていること 

 

 

 

 

 

n=(1,136)  

子どもが屋外で遊べる場所（公園など）が少ない

子どもが屋内で遊べる場所（児童館など）が少ない

子どもが屋外で遊べる場所（公園など）の環境が悪い

子どもが屋内で遊べる場所（児童館など）の環境が悪い

遊び方がわからない

その他
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（６）子育てする上で不安に感じている、困っていること 

子育てする上で不安に感じていることや困っていることを複数回答でたずねたところ、「保育料・教

育費が高い」（44.9％）と「子どもの心の育ち」（41.4％）が４割を超えて高くなっています。以下、「気

軽に託児を利用できる場所が少ない」（32.4％）、「子どもの食事」（23.3％）、「子どもの病気」（20.9％）

などと続いています。 

 

 

図表０-１ 子育てする上で不安に感じている、困っていること 

 

 

 

 

 

n=(1,136)  

子どもの体の育ち

子どもの心の育ち
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保育料・教育費が高い

子育ての情報が得られない
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気軽に託児を利用できる場所が少ない

その他

特にない

無回答
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 葉山町子ども・子育て会議条例をここに公布する。 

 

  平成 25 年３月 15 日 

 

葉山町長 山 梨 崇 仁 

 

葉山町条例第 10 号 

 

葉山町子ども・子育て会議条例 

 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第 77 条第１項の規定

に基づき、葉山町子ども・子育て会議（以下「審議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、次の各号に掲げる事項につき町長の諮問に応じて調査審議し、

その結果を答申し、又は意見を建議するものとする。 

(１) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。 

(２) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。 

(３) 葉山町子ども・子育て支援事業計画に関すること。 

(４) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要

な事項及び当該施策の実施状況に関すること。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員 20 人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町

長が委嘱する。 

(１) 子どもの保護者 

(２) 子ども・子育て支援に関する関係団体の推薦を受けた者 

(３) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(４) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

(５) 関係行政機関の職員 

(６) その他町長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、
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その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 25 年４月１日から施行する。 

（葉山町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 葉山町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 31 年葉山町条

例第 201 号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「 

地域福祉計画策定委員会委員 規則で定める額 

予防接種健康被害調査委員会委員 規則で定める額 

」を 

「 

地域福祉計画策定委員会委員 規則で定める額 

子ども・子育て会議委員 規則で定める額 

予防接種健康被害調査委員会委員 規則で定める額 

」に改める。 
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葉山町子ども・子育て会議運営要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、葉山町子ども・子育て会議条例（平成 25年葉山町条例第

10号）に基づき設置された葉山町子ども・子育て会議（以下、「審議会」とい

う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（会議） 

第２条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の

決するところによる。 

 

（協力の要請） 

第３条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意

見又は説明を聴くことができる。 

 

（秘密の保持） 

第４条 委員は、委員会において知り得た個人の情報について、他に漏らして

はならない。その職を退いた後も同様とする。 

 

（庶務） 

第５条 審議会の庶務は、子ども育成課において処理する。 

 

（委任） 

第６条 この要領に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会

長が審議会に諮って定める。 

 

附 則 

 この要領は、平成 25年７月 22日から施行する。 
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葉山町子ども・子育て会議委員名簿 

 

委嘱期間 平成 25年６月１日～平成 28年５月 31日  

氏 名 所 属 

鈴木 力 関東学院大学准教授 

武谷 廣子 医師（葉山町母子保健健診医） 

松尾 真弓 葉山にこにこ保育園（認可保育所） 

角井 行雄 あおぞら幼稚園（逗葉私立幼稚園協会） 

柴田 みゆき 保育園父母代表 

木下 智美 幼稚園父母代表 

横田 眞澄 葉山町主任児童委員（平成 25年６月１日～11月 30 日） 

鹿嶋 千尋 葉山町主任児童委員（平成 25年 12 月１日～） 

野北 康子 ＮＰＯ法人 葉山っ子すくすくパラダイス 

森田 千穂 子育て支援の会 おひさま保育室（認定保育施設） 

倉上 みゆき 葉山地区ＰＴＡ連絡協議会 

井上 恵子 学童保育父母代表 

菅原 美子 公募委員 

鈴木 佳野 公募委員 

山浦 彩子 葉山町子育て支援センター ぽけっと 

守屋 浩子 葉山保育園（公立保育所） 

中世 貴三 一色小学校（小学校長会代表） 

加藤 智史 葉山町社会福祉協議会 

寺田 勝昭 鎌倉三浦地域児童相談所 

佐藤 弘美 鎌倉保健福祉事務所 

沼田 茂昭 葉山町教育委員会生涯学習課 

（順不同、敬称略）  


